
 
 

 

 

教育目標  ◎よく考える子供  ○思いやりのある子供  ○明るくたくましい子供 

 

ふれあい月間             副校長  西澤 圭一 

 

 緊急事態宣言が再び発令され、学校でも感染症予防の対応を徹底しながら過ごしていますが、子供たちは

落ち着いて学校生活を送っています。書き初め展には大勢の方にご参観いただきありがとうございました。

ご家庭では、緊急事態宣言発令により外出の機会も減り、お子さんと一緒に過ごす時間が多くなっていると

思います。 

ところで、みなさんから見た「うちの子」はどんなお子さんでしょうか。 

「うちの子は、時間を忘れたり片づけを忘れたり気が回らなくて。」 

「うちの子は、ちょっとしたことを気にしては、くよくよして。」 

「うちの子は、頑固で、一度言ったらきかなくて。」 

保護者の方のお悩みも十色かと思います。 

しかし、先に挙げた子どもたちは、こんなふうに言うことができるかもしれません。 

「細かいことにこだわらなくて、友だちにも大らかな子」 

「細やかなことに気付いて、物事をしっかり考えられる子」 

「自分の考えを大切にして、自分が言ったことに責任をもつ子」 

平成30年に、日本・米国・中国・韓国の高校生に関する調査が実施されました。（＊）その調査結果によ

ると、①「私は価値のある人間だと思う。」②「私はいまの自分に満足している。」などの自己肯定感に関わ

る項目に対し、「そうだ」「まあそうだ」と回答した者の割合が他の3カ国に比べて低く、しかもその差が大

きい、という傾向が見られました（例えば問①のプラス回答は、米83.8、韓83.7、中80.2、日44.9％）。 

日本の社会や文化、日本人の生真面目で控えめな国民性など、原因を特定することは難しいですが、日本

人が、「つい、子どもの悪いところに目がいってしまう」「なかなか子どもをほめない」というのはよく言わ

れることです。みなさんも、実感としてお感じではないでしょうか。子どもたちには、自分を大切に思う気

持ち、自信や自己肯定感をもってほしいです。そのために、まず、私たち大人が子どもを見る目、子どもに

かける言葉を温かくしていきたいです。 

今月はふれあい月間です。これまでどおり、いじめ防止に取り組みます。それと同時に、学校内での大人

と子ども、子どもと子どもの温かいかかわりを通して、自信や自己肯定感を高められるようにして参ります。 

＊「高校生の心と体の健康に関する意識調査」（国立青少年教育振興機構） 
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1日（月） 

2日（火） 

4日（木） 

8日（月） 

10日（水） 

11日（木） 

12日（金） 

 

歯科検診（5・6年） 

安全指導 

長縄大会（～2/19） 

クラブ活動、クラブ見学（3年） 

午前授業 

建国記念の日 

午前授業（1・2年） 

新1年保護者会 

13日（土） 

15日（月） 

22日（月） 

23日（火） 

24日（水） 

26日（金） 

27日（土） 

土曜授業（午前授業・給食なし） 

クラブ活動 

委員会活動 

天皇誕生日 

6年生を送る会 

保護者会（1・2年） 

土曜授業（午前授業・給食なし） 

お別れスポーツ交流（5・6年） 

２月の行事予定 

生活指導 

寒さに負けない生活をしよう 
 立春を目前にして寒暖の差が激しい日が続いてい

ますが、子供たちは寒い日にも中休みや昼休みにボー

ル投げ、縄跳び、鬼ごっこなどの外遊びを楽しんでい

ます。元気に体を動かすことは、健康な体をつくる基

となります。ご家庭でもお声かけください。 

 新型コロナウィルス感染予防のため、寒い日でも教

室の換気扇をつけ、窓も一部開けて常時換気に努めて

います。そのため、隙間風等で寒いという状況があり

ます。登校時の服装として、上に着るジャンパーやコ

ートだけでなく、中に厚手の服を着させたり肌着を重

ね着させたりしてください。 

 12 月の学校だよりでもお知らせしましたが、まだ

８時15 分より前に登校してしまう子供たちが少なか

らずいます。中には寒い中15 分ぐらい昇降口で待っ

ている子供もいます。登校時刻について、お子さんと

確認の上、必要に応じて調整をお願いします。 

ふれあい（いじめ防止強化）月間 

２月は、今年度３回目の「ふれあい月間」です。

前回１１月のふれあい月間では、各学級で「練馬

区いじめ撲滅宣言」を考えました。一人一人がい

じめをなくす強い気持ちをもち、前向きに行動し

ていけるように「宣言」について話し合いました。

今回のふれあい月間でも、いじめや友達との関わ

りについて、お子様にアンケート等の聞き取りも

行います。各御家庭におかれましても、いじめや

友達との関わりについて話題にし、お子様と話す

機会をつくっていただければと思います。また、

お子様自身が辛い思いをしていることが分かった

り、何か気になることがあったりした場合には、

ぜひ学校にお知らせください。 

（学校いじめ対策推進教員 古屋 絵理子） 

 
 

 

◆２月の土曜授業について 

13 日と 27 日に土曜授業があります。（午前授 

業、給食なし）緊急事態宣言が解除された場合、 

１３日は学校公開を実施予定です。実施方法は後 

日お知らせします。 

◆タブレット端末の配布について 

２月１５日以降に、タブレット端末が学校に届き

ます。同意書の記入などをお願いします。詳細に

つきましては、配布プリントをご覧ください。 

◆転出の情報について＜再掲＞ 

年度末までに転出の予定がある方は、担任まで御 

連絡ください。 

コロナの中での学校生活 

緊急事態宣言下で、学校生活が始まりました。

その中でも、子供たちは悲観することなく過ごし

ています。その一部をご紹介します。 

朝は、８時１５分の開門時間に合わせて登校し

ています。並ぶときは間隔を長めにとったり、校

庭で空くのを待ったりしていました。 

休み時間は、友達と話をするときに校庭に行く

など、密集しないように工夫しています。教室で

過ごす場合も、暖をとるために窓際で日向ぼっこ

や読書する姿が見られました。 

制限がある中でも、子供たちは楽しみを見出し

ています。「できる」ことを楽しみ、次の学年に向

けて成長する時期にしてほしいと思います。 

※この他に、予告なしの避難訓練があります。 

お知らせとお願い 


